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～プログラム～
第１部：障がい者が働くカフェ代表者によるトークセッション
第２部：三重労働局による講演と障がい者雇用先進企業からの事例紹介
第３部：障害者差別解消法についてのお知らせ
※内容詳細は裏面をご覧ください。 ※オンライン配信はありません。

日時：令和５年４月11日（火）9:30～11:30（受付9:00～）
場所：フレンテみえ１階 多目的ホール
参加費：無料
申込：参加申込書（裏面）によりお申し込みください（当日参加も可）。

み ほ ん

障がい者雇用に関する展示

日時：令和５年４月７日（金）から28日（金）
までの図書館開館時間（9:00～19:00）

場所：三重県立図書館

障がい者雇用に関する展示を実施します。

４/７
～28

ステップアップ大学「拡大版」４/11

福祉事業所による物販イベント

多目的ホール前にて、県内の福祉事業所
による物販を行います！食品や雑貨等を
お買い物いただけます。

※ステップアップカフェは、三重県の障がい者雇用を推進する取組として、障がい者がいきいきと働き、
障がい者とともに働くことが当たり前の社会の実現をめざして、障がい者が働くことの新しい可能性を
障がい者、県民、企業などが一緒にみつける場、きっかけを提供する場として運営しています。

ステップアップカフェ「だいだい食堂」が令和５年４月に３周年を迎えるこ
とを記念し、三重県総合文化センターにて、ステップアップ大学「拡大版」な
どのイベントを開催します。ぜひ、お立ち寄りください！

【主 催】三重県 【後 援】三重労使雇用支援機構（三重県経営者協会、日本労働組合総連合会三重県連合会）
【問い合わせ】三重県雇用経済部 障がい者雇用・就労促進課 障がい者雇用班 TEL:059-224-2510

３周年記念農福連携サラダバー

日時：令和５年４月８日（土）から15日（土）
までのカフェ営業時間（11:00～14:00）

場所：フレンテみえ１階 だいだい食堂

４/８
～15

だいだい食堂にて、農福連携の野菜を使用したサラダバーを
提供します！また、４月８日（土）からだいだい食堂で特別
支援学校作成の手芸品（つまようじ入れ）を先着順でお渡し
します。

～イベント参加事業所～
■お菓子工房М【松阪市】（クッキー等）
■サンドウィッチ＆カフェPEER【津市】
（サンドウィッチ）

■Cafe輪【名張市】（雑貨等）
りん

※販売物詳細は裏面をご覧ください。

日時：令和５年４月11日（火）9:00～12:00

ステップアップ大学「拡大版」の来場者には、だいだ
い食堂で翌日（４月12日（水））から使える300円引き
クーポンを100枚限定（先着順）で配布します。

ステップアップ大学は、
「障がい者と共に働くこと
について考える」をテーマ
に開催している講演会です



企業・団体名 氏名

配慮が必要なことがあれば下記にご記入ください（手話、要約筆記希望の方は４月４日
（火）までにお申し込みください）。
□手話通訳 □要約筆記 □その他（ ）

参加者① 参加者③

参加者② 参加者④

【ステップアップ大学「拡大版」参加申込】
右のQRコード先から入力するか、必要事項を明記して
メール（宛先：scafe@pref.mie.lg.jp）にてお送りください。

※お送りいただいた個人情報は、三重県個人情報保護条例に基づき適切に管理し、本イベントに関する管理・連絡以
外の目的に使用することはありません。

第１部：障がい者が働くカフェ代表者によるトークセッション
時 間：9時30分～10時20分
話し手：だいだい食堂運営事業者 代表 湯浅 しおりさん

お菓子工房М 瀬田 雄也さん
元だいだい食堂スタッフ 田中 健一さん

内 容：障がい者が働く場としてのカフェ運営に関することや、カフェでの経験が一般企業における就労にどのように役
立っているのかについて、お話しいただきます。

ステップアップ大学「拡大版」内容詳細

第２部：三重労働局による講演と障がい者雇用先進企業からの事例紹介
時 間：10時30分～11時15分
話し手：三重労働局 職業安定部

株式会社アールビーサポート サービス付高齢者住宅 安濃津ろまん 服部 量治さん
株式会社グリーンズ 人事管理部専任課長 加藤 聡さん

内 容：「障がい者とともにすすむ～みんなで喜びをえる社会に～」をテーマに三重労働局から三重県内の障がい者雇用
の現状と課題についてお話しいただくとともに、障がい者の多様で柔軟な働き方の一つとして注目を集めている
テレワークや短時間雇用などに取り組んでいる企業から事例紹介を行います。

第３部：障害者差別解消法についてのお知らせ
時 間：11時15分～11時30分
話し手：三重県子ども・福祉部 障がい福祉課
内 容：障害者差別解消法の一部改正により、来年６月までに事業者に義務化されることとなる合理的配慮などについて、

説明いたします。

物販を行う福祉事業所の販売商品紹介

■お菓子工房М（クッキー等） ■サンドウィッチ＆
カフェPEER（サンドウィッチ）

■Cafe輪（雑貨等）
りん

mailto:scafe@pref.mie.lg.jp

